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第２節 東海地震注意情報が発表された時の措置 
 

 

 防災関係機関は、東海地震注意情報が発表されたときは、警戒宣言が発せられる

ことに備えて、速やかな対応ができるよう準備するものとする。 

 

 

第１ 東海地震注意情報等の伝達 

 

 １ 伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 伝達事項 

（1）東海地震注意情報の内容 

（2）その他必要な事項 

 

 

 

第２ 警戒態勢の準備 

 

本町は、職員の待機、非常配備など対策（警戒）本部の設置を準備するとと

もに、東海地震予知情報及び警戒宣言の収受・伝達並びに社会的混乱を防止す

るための広報などの準備を行う。消防機関においては、非常警備を発令して警

戒態勢を整え、本町消防本部に地震警戒警防本部を設置する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪管区気象台 大阪府総務部危機管理室 忠岡町・消防本部 

府庁各課・出先機関 

大阪府河川環境課 土木関係課・出先機関 水防事務組合 


